
                                      

 

令和７年度 地域密着型サービス事業所の運営（実地）指導について 

 

１ 地域密着型サービス事業所に対する運営（実地）指導 

 国の指針により、市町村は、地域密着型サービス事業所に対して、事業所に出向い

て実地での運営指導（施設・設備・文書の確認、事業者への質問、照会等）をするこ

とが定められています。 

（１）目的 

    介護サービスの質の確保、保険給付の適正化 

（２）指導内容 

   ・介護サービスの実施状況指導（施設・設備やサービス提供状況に関する指導） 

   ・運営体制指導（基準等に規定する運営体制に関する指導） 

   ・報酬請求指導（加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導） 

（３）実施頻度 

    指定有効期間（６年間）に少なくとも 1 回実施 

    新規指定の場合は、指定後 1 年以内に 1 回実施 

 

２ 令和７年度 運営（実地）指導実施状況 

（１）対象 

№ サービス区分 施設名 実施月 

１ 地域密着型通所介護 早稲田イーライフむさし藤沢 令和８年 １月 

２ 地域密着型通所介護 デイサービススマイルアゲイン小谷田 令和７年 ９月 

３ 認知症対応型共同生活介護 グループホームほほえみ 令和７年１０月 

 

(２) 主な指導事項 

  運営体制指導 

   ・重要事項説明書について 

    基本料金表の金額が誤っていたので正しい表記に修正を指示した。 

   ・高齢者虐待防止について 

「虐待防止検討委員会」の開催記録を書面で残していなかったので書面で残

すように指導した。  
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